
三者調整会実施要領 

 

 

（目的） 

第１条 この調整会は、三者（発注者、施工者及び当該工事の設計者）が、設計意図・条件

等の情報共有及び工事の施工に当たって発生する技術的諸問題の対応検討を行うこと

により、工事の品質確保と円滑な工程管理を図っていくことを目的とする。 

 

（構成員） 

第２条 この調整会の構成員は、次表のとおりとする。 

 

発注者 総括監督員（担当課長）・主任監督員・一般監督員 

（場合によっては用地担当職員）等 

施工者 現場代理人・主任技術者（監理技術者）等 

設計者 管理技術者又は内容を熟知した者等 

 

（調整会を設置する工事） 

第３条 調整会を設置する工事は、県土整備部、農林水産部及び地域交流部所管発注工事で

以下のいずれかの項目に該当する場合とする。 

① 重要構造物（橋梁・トンネル・ダム・樋門等）を含む工事 

② 大規模な仮設（仮桟橋・仮締切等）を含む工事 

③ 主たる工種に新技術や新工法を採用した工事 

④ ①～③のほかで施工者が希望する工事で、かつ、発注者が必要性を認める工事 

 

（開催の時期及び頻度） 

第４条 この調整会の開催時期及び頻度は、次表のとおりとし、発注者の発議で開催する。 

開催時期 着工前【必須】 技術的問題発生時【適時】 

開催頻度 １回 その都度 

※施工者が調整会の開催を希望する場合は、発注者に書面で要請（協議）するものとする。 

  



（調整事項） 

第５条 この会での調整事項は次の事項等とする。 

・着工前 

１ 設計意図の詳細な伝達 

２ 設計条件、設計時の不確定要素の確認 

３ その他、施工に当たって技術的に留意すべき事項の確認 

 

・技術的問題発生時 

１ 問題解決に向けた方策の検討 

 

（開催及び調整後の費用） 

第６条 この調整会開催における費用は、次表のとおり、原則、発注者が負担する。 

ただし、当該工事の設計成果品に責あった場合は、設計者に対する費用負担はしな

い。 

なお、森林整備課所管事業については、事業課との協議による。 

施工者に対する費用 

 

工事打合せに含まれるため計上しない 

設計者に対する費用 〇原則、委託業務（随意契約）として取り扱うこととする 

〇積算方法 

・打合せ：主任技師 ０．５（人／回） 

技師 Ａ ０．５（人／回） を標準とする 

・旅費交通費：調整会実施時点の勤務地から打合せ場所まで

の費用を、佐賀県職員等の旅費に関する条例

に基づき計上する 

・その他原価及び一般管理費：土木設計業務等積算基準に基

づき計上する 

・費目：測量及び試験費 

 

・その他１：三者調整会で使用する追加資料の作成等が必要となる場合は、必要と

なる額を適宜計上する 

・その他２：調整の結果、設計の見直しや数量の変更の取扱いについては、平成７

年６月５日付企指第３６７号「変更設計書の作成における留意事項に

ついて」及び平成２３年３月３１日付建設技第８４０号「「請負工事

及び委託業務における設計変更の取扱要領」の改訂について」によ

る。 

 



（特記仕様書への明記） 

第７条 この調整会については特記仕様書に明記する。同じく設置が想定される設計業務特

記仕様書にもその旨明記する。また、当初想定されず特記仕様書に明記されていない

場合も発注者、施工者、設計者の合意により三者調整会を開催することが出来る。 

 

（打合せ記録の整理） 

第８条 三者調整会の結果は、発注者が打合せ簿に取りまとめ、設計者、施工者へ送付し、

内容を確認した上で各自保管すること。 

 

附則 

この要領は、平成２２年１月１日以降に「契約事務の事前承認伺が決裁された工事」に適用

する。 

附則 

この要領は、平成２６年４月１日以降の公告又は指名通知から適用する。 

附則 

この要領は、令和３年４月１日以降の公告又は見積依頼から適用する。 

 
  



 

特記仕様書記載例（三者調整会を設置する工事の場合） 

 

第〇〇条 三者調整会について 

 本工事は、三者（発注者、施工者及び当該工事の設計者）が、設計意図・条件等の情報共有

及び工事の施工に当たって発生する技術的諸問題の対応検討を行うことにより、工事の品質

確保と円滑な工程管理を図っていくことを目的として、三者調整会実施要領に基づく、下記

対象工事により調整会を設置する工事である。 

対象工事 

  ①重要構造物（橋梁・トンネル・ダム・樋門等）を含む工事 

  ②大規模な仮設（仮桟橋・仮締切等）を含む工事 

  ③主たる工種に新技術や新工法を採用した工事 

  ④①～③のほかで施工者が希望する工事で、かつ、発注者が必要性を認める工事 

 ※調整会の費用について 

   三者調整会実施要領第６条に定めるとおりとする。 

 

 

特記仕様書記載例（三者調整会の設置が想定される設計業務の場合） 

 

第○○条（三者調整会） 

当該業務成果を基に設計した工事において、「三者調整会実施要領」による三者調整会を

設置する場合は、受注者は三者調整会実施要領に基づき参加すること 

 

 

 


